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田
中
茂
樹
教
授
士
、
．

略
歴

松

岡

博

教

授

！

・
主
要
著
作
目
録





昭
和
一
三
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
九
年

昭
和
四
二
年

昭
和
田
二
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
九
年

昭
和
五
一
年

昭
和
五
五
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
九
年

昭
和
五
九
年

昭
和
六
二
年

平
成
六
年

平
成
一
四
年

平
成
一
四
年

田
中

九
月
一
九
日

三
月
二
四
日

三
月
二
三
日

三
月
三
一
日

四
月
一
日

四
月
一
日

三
月
二
ハ
日

四
月
一
日

四
月
一
日

一
一
月
一
五
日

三
月
一
日

四
月
一
日

五
月
一

O
日

一
月
二
一
日

三
月
三
一
日

四
月
一
日

茂
樹
教
授

略
歴

（阪大法学） 52 (3-4-618) 1166〔2002.11〕

兵
庫
県
三
原
郡
三
原
町
に
出
生

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

高
知
大
学
講
師
（
教
育
学
部
）

神
戸
大
学
講
師
（
教
育
学
部
）

神
戸
大
学
助
教
授
（
教
育
学
部
）

関
西
学
院
大
学
助
教
授
（
法
学
部
）

関
西
学
院
大
学
教
授
（
法
学
部
）

日
本
法
哲
学
会
理
事
（
平
成
元
年
一
一
月
ま
で
）

大
阪
大
学
教
授
（
法
学
部
）

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
担
当

日
本
法
社
会
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

学
術
審
議
会
専
門
委
員
（
平
成
七
年
一
月
二

O
日
ま
で
）

停
年
退
職

大
阪
大
学
名
誉
教
授



主
要
著
作
目
録

I 

論

文

田中茂樹教授略歴・主要著作目録

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
欠
般
論
の
展
開
の
研
究
」

「
E
・
チ
l
テ
ル
マ
ン
に
お
け
る
真
正
の
欠
歓
と
不
真
正
の
欠
依
と
の
区
別
に
つ

い
て
の
一
考
案
（
上
）
」

「
E
・チ
l
テ
ル
マ
ン
に
お
け
る
真
正
の
欠
触
と
不
真
正
の
欠
依
と
の
区
別
に
つ

い
て
の
一
考
案
（
下
）
」

「
ラ
l
ト
プ
ル
フ
の
法
哲
学
に
お
け
る
法
の
目
的
お
よ
び
公
共
の
福
祉
に
つ
い
て

の
一
考
察
」

「
教
員
人
事
移
動
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
点
」
（
共
同
執
筆
）

「
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
陪
審
制
度
l
l
l歴
史
的
分
析
」

「
法
の
解
釈
に
お
け
る
客
観
性
と
ケ
ル
ゼ
ン
の
枠
の
理
論
」

「
ワ
イ
マ
l
ル
共
和
国
に
お
け
る
ラ
1
ト
プ
ル
フ
の
法
思
想
1
1
4相
対
主
義
と
方

法
二
元
主
義
」

「
法
の
端
緒
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

「
法
の
類
型
学
的
分
析
の
性
格
」

「
法
的
形
式
主
義
」

「
法
社
会
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
」

「
山
中
法
社
会
学
に
お
け
る
市
民
社
会
と
法
範
曙
」

高
知
大
教
育
学
部
研
究
報
告
一
六
巻
八
号

高
知
大
研
究
報
告
一
部
二

O
号

高
知
大
教
育
学
部
研
究
報
告
一
七
巻
四
号

高
知
大
研
究
報
告
社
会
科
学
三
号

高
知
県
立
短
大
社
会
科
学
論
集

神
戸
大
教
育
学
部
研
究
集
録
四
八
集

神
戸
大
教
育
学
部
研
究
集
録
五

O
集

神
戸
大
教
育
学
部
研
究
集
録
五
一
集

法
社
会
学
二
七
号

法
の
科
学
四
号

天
野
和
夫
（
ほ
か
）
編
『
法
学
の
基
礎
』

青
林
書
院
新
社

天
野
和
夫
・
片
岡
墨
編
嘉
代
法
学
入
巴

法
律
文
化
社

法
社
会
学
三
九
号

一
九
六
八
年

一
九
六
八
年

一
九
六
九
年

一
九
七
一
年

一
九
七
一
年

一
九
七
三
年

一
九
七
三
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
六
年

一
九
七
七
年

一
九
七
七
年

一
九
七
九
年

（阪大法学） 52 (3・4-619)1167〔2002.11〕



「
論
理
実
証
主
義
に
お
け
る
分
析
経
験
主
義
に
関
す
る
覚
書
（
一
）
（
二
）
」

「
加
古
祐
二
郎
に
お
け
る
存
在
論
的
弁
証
法
と
シ
ス
テ
ム
」

「
へ
l
ゲ
ル
法
哲
学
に
お
け
る
郎
自
か
つ
対
自
的
な
国
家
（
一
き
一
）
」

「
権
利
・
義
務
の
概
念
｜
｜
序
論
的
一
考
察
」

「H
・L
・A
－
ハ
i
ト
の
法
理
学
に
お
け
る
権
利
と
法
的
権
能
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

「
日
常
言
語
学
派
に
お
け
る
法
的
義
務
と
当
為
」

「
法
社
会
学
と
の
関
係
に
お
け
る
法
哲
学
」

「
法
に
お
け
る
強
制
と
合
意
｜
｜
序
論
的
一
考
察
」

「
法
の
相
対
的
戸
律
性
｜
｜
A
・
ハ
ン
ト
と
E
・
p
・
ト
ム
ソ
ン
」

「
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
」

「
法
の
通
文
化
的
比
較
に
お
け
る
ナ
ラ
ワ
シ
・
シ
キ
タ
リ
と
伝
統
の
問
題
」

「
近
代
法
の
原
型
と
し
て
の
へ
l
ゲ
ル
の
抽
象
法
論
」

「
法
体
系
の
生
成
に
お
け
る
原
基
形
態
と
互
酬
性
」

「
ウ
ェ

1
パ
l
の
法
社
会
学
に
お
け
る
目
的
合
理
性
の
概
念
」

「
近
代
法
の
変
容
の
三
段
階
｜
｜
自
省
的
法
の
構
想
に
つ
い
て
」

「
現
代
法
概
念
の
再
構
築
に
つ
い
て
」

「
私
的
所
有
権
と
個
人
的
所
有
権
（
上
｝
」

「
英
国
の
離
婚
給
付
に
お
け
る
ク
リ
ー
ン
・
ブ
レ
イ
ク
の
原
理
｜
｜
法
文
化
比
較
」

「
異
文
化
と
し
て
の
近
代
法
」

「
裁
判
所
の
活
性
化
に
向
け
て
」

法
と
政
治
二
九
巻
一
号
、
三
一
巻
一
号

法
哲
学
年
報
一
九
七
九
年

法
と
政
治
二
九
巻
三
・
四
号
、
三
ニ
巻
三

号井
上
茂
教
授
還
暦
記
念
『
現
代
の
法
哲
学
』

有
斐
閣

法
と
政
治
三
二
巻
四
号

法
と
政
治
三
三
巻
三
号

法
の
理
論
二
号

法
哲
学
年
報
一
九
八
二
年

天
野
和
夫
・
矢
崎
光
園
・
八
木
鉄
男
先
生

還
暦
記
念
『
現
代
の
法
思
想
』
有
斐
閣

法
社
会
学
三
八
号

阪
大
法
学
一
四
回
号

阪
大
法
学
一
四
五
・
一
四
六
号

法
哲
学
年
報
一
九
八
八
年

阪
大
法
学
一
四
九
・
一
五

O
号

阪
大
法
学
一
五
七
・
一
五
八
号

法
の
科
学
一
九
号

阪
大
法
学
二
ハ
二
号

阪
大
法
学
工
ハ
四
・
一
六
五
号

法
社
会
学
四
六
号

平
成
七
年
度
大
阪
大
学
放
送
講
座

一
九
七
八
、

一
九
八
O
年

一
九
八
O
年

一
九
七
九
、

一
九
八
一
年

一
九
八
一
年

一
九
八
一
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
三
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

一
九
九
O
年

一
九
九
一
年

一
九
九
一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
二
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

（阪大法学） 52 (3・4--U20)1168〔2002.11〕



「
比
較
法
文
化
論
と
外
国
法
教
育
」

「
蛸
鈴
日
記
に
お
け
る
母
系
制
の
法
文
化
」

「
現
代
法
論
の
総
括
」

「
妻
訪
婚
に
お
け
る
禁
忌
」

「
万
葉
集
に
お
け
る
妻
問
婚
の
法
的
構
造
」

「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
法
社
会
学
」

「
恒
藤
恭
｜
｜
一
一
一
木
清
と
の
関
係
」

「
道
徳
的
判
断
に
お
け
る
存
在
命
題
か
ら
当
為
命
題
へ
の
推
論
」

II 

学
界
回
顧

田中茂樹教授略歴・主要著作目録

「
法
社
会
学
」

「
法
社
会
学
」

「
法
社
会
学
」

「
法
社
会
学
」紹

介

皿
「
贈
与
約
束
を
め
ぐ
る
新
し
い
波

｜
｜
呂
町
玄
口
旨
自
恩
師

g百円同・、
H
，

g
d『

o
E
o
E
S
E
a
g品
同
町
叩
巧

R
E
O

問。5
・

∞
印
。
白
F
F・
問
問
4
・∞
N
H
・
∞
晶
由
（
H
U申
叶
）
」

『
幻
世
紀
に
向
け
て
の
法
と
政
治
』

比
較
法
五
七
号

阪
大
法
学
一
八
一
号

法
の
科
学
二
五
号

法
社
会
学
四
九
号

阪
大
法
学
一
九
0
・
一
九
一
号

日
本
法
社
会
学
会
編
『
法
社
会
学
の

新
地
平
』
有
斐
閣

竹
下
賢
・
角
田
猛
之
編
『
恒
藤
恭
の

学
問
風
景
』
法
律
文
化
社

立
命
館
法
学
二
七
五
号

（
天
野
和
夫
先
生
追
悼
）

法
律
時
報
一
二
月
号

法
律
時
報
一
二
月
号

法
律
時
報
一
二
月
号

法
律
時
報
一
二
月
号

ア
メ
リ
カ
法
一
九
九
八
年
二
号

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
八
年

一
九
九
九
年

二
O
O
一
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年

一
九
九
九
年

（阪大法学） 52 (3・4-621)1169〔2002.11〕



IV 

事
典
大
項
目
執
筆

比
較
家
族
史
学
会
編
『
事
典
家
族
』

弘
文
堂

「
近
代
市
民
社
会
」
お
よ
び
「
近
代
家
族
観
」

一
九
九
六
年

（阪大法学） 52 (3・4-622)1170〔2002.11〕





松岡博教授略歴・主要著作目録

昭
和
一
四
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
九
年

昭
和
四
二
年

昭
和
四
二
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
九
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
七
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
二
年

昭
和
六
二
年

昭
和
六
二
年

昭
和
六
三
年

平
成
元
年

平
成
二
年

平
成
三
年

平
成
三
年

平
成
四
年

平
成
五
年

平
成
六
年

松
岡

三
月
三
一
日

三
月
二
五
日

三
月
二
五
日

四
月
三
O
日

五
月
一
日

三
月
一
日

六
月
三
O
日

一
二
月
一
日

四
月
一
日

二
月
二
二
日

五
月
一
四
日

八
月
一
日

八
月
二

O
日

一
O
月
二
二
日

四
月
一
日

四
月
一
日

六
月
一
二
日

一
O
月
一
一
日

一
月
六
日

四
月
一
日

一
月
二
一
日

博
教
授

略
歴

大
阪
市
に
出
生

大
阪
大
学
法
学
部
卒
業

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
退
学

大
阪
大
学
助
手
（
法
学
部
）

大
阪
大
学
助
教
授
（
法
学
部
）

出
向
4
同
門
品
目
ゐ
者

ωnFoo－
客
員
研
究
員
（
昭
和
五
一
年
五
月
ま
で
）

大
阪
大
学
教
授
（
法
学
部
）

大
阪
家
庭
裁
判
所
調
停
委
員
（
平
成
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
）

大
阪
府
地
方
労
働
委
員
会
公
益
委
員
（
平
成
二
年
二
月
二
一
日
ま
で
）

国
際
私
法
学
会
理
事

大
阪
大
学
評
議
員
（
平
成
元
年
七
月
三
一
日
ま
で
）

大
阪
大
学
法
学
博
士

学
術
会
議
国
際
関
係
法
学
研
究
連
絡
委
員
（
平
成
三
年
一

O
月
二
一
日
ま
で
）

大
阪
大
学
総
長
補
佐
（
平
成
二
年
三
月
三
一
臼
ま
で
）

大
阪
大
学
学
生
部
長
（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
ま
で
）

大
阪
大
学
後
援
会
理
事
（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
ま
で
）

国
際
法
学
会
理
事

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
（
国
際
私
法
）
（
平
成
一
一
年
一
一
一
月
三
一
日
ま
で
）

大
阪
大
学
法
学
部
長
、
大
阪
大
学
評
議
員
（
平
成
六
年
六
月
一
日
ま
で
）

学
術
審
議
会
専
門
委
員
（
科
学
研
究
費
分
科
会
）
（
平
成
八
年
一
月
二

O
日
ま
で
）

（阪大法学） 52 (3・4-623)1171〔2002.11〕



平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成

四四四四三三三二一一一一 0 000  0 八七七六六六
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

四
月
二
八
日

六
月
二
四
日

一
O
月

七

日

一
月
一
日

四
月
一
日

六
月
二
四
日

四
月
一
日

六
月
四
日

六
月
一
二
日

六
月
一
二
日

一
O
月
二
二
日

一
月
二
一
日

四
月
一
日

六
月
一
八
日

一
二
月
一
日

七
月
二
二
日

一
月
一
五
日

九
月
二

O
日

一
O
月
二
四
日

三
月
三
一
日

四
月
一
日

四
月
一
日

六
月
一
七
日

大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
担
当
（
平
成
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
）

大
阪
大
学
副
学
長
、
大
阪
大
学
評
議
員
（
平
成
八
年
六
月
二
三
日
ま
で
）

国
際
法
学
会
常
務
理
事

大
阪
家
庭
裁
判
所
委
員
（
平
成
一

O
年
六
月
二
三
日
ま
で
）

国
際
経
済
法
学
会
常
務
理
事
（
平
成
九
年
一

O
月
ま
で
、
現
在
は
理
事
）

大
阪
大
学
副
学
長
、
大
阪
大
学
評
議
員
再
任
（
平
成
一

O
年
六
月
二
三
日
ま
で
）

大
阪
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
長
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
）

国
立
大
学
入
学
者
選
抜
研
究
連
絡
協
議
会
会
長
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
ま
で
）

大
阪
大
学
出
版
会
会
長

大
阪
大
学
後
援
会
理
事

法
制
審
議
会
国
際
私
法
部
会
委
員
（
平
成
一
三
年
一
月
一
四
日
ま
で
）

中
央
労
働
委
員
会
地
方
調
盤
委
員

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

国
際
私
法
学
会
理
事
長
（
平
成
一
四
年
五
月
一
三
日
ま
で
）

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
評
価
委
員
会
委
員
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
）

日
本
学
術
会
議
会
員

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
（
国
際
裁
判
管
轄
制
度
部
会
）

大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
法
学
系
教
育
評
価
専
門
委
員
会
委
員
（
副
主
査
）

国
際
法
協
会
日
本
支
部
理
事

停
年
退
職

大
阪
大
学
名
誉
教
授

帝
塚
山
大
学
法
政
策
学
部
教
授

大
阪
市
人
事
委
員
会
委
員

（阪大法学） 52 (3・4-624)1172〔2002.11〕



主
要
著
作
目
録

I 

著

書

松岡博教授略歴・主要著作目録

（

1
）

単

著

『
国
際
私
法
講
義
要
綱
』

『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則
構
造
論
』

『
国
際
取
引
と
国
際
私
法
』

『
国
際
私
法
・
国
際
取
引
法
判
例
研
究
』

『
国
際
家
族
法
の
理
論
』

（

2
）

編

著

『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
国
際
私
法
』

『
現
代
国
際
取
引
法
講
義
』

（

3
）

共

著

『
国
際
私
法
概
論
』

『
国
際
私
法
概
論
（
新
版
）
』

『
国
際
私
法
概
論
（
三
紋
）
』

『
国
際
私
法
概
論
（
三
版
補
訂
版
）
』

（

4
）
分
担
執
筆

『
国
際
私
法
講
義
』

『
演
習
民
事
訴
訟
法
（
上
）
』

『
国
際
私
法
演
習
』

『
国
際
法
辞
典
』

青
林
書
院
新
社

青
林
書
院
新
社

有
斐
閣

鹿
島
出
版
会

一
九
七
O
年

一
九
七
三
年

一
九
七
三
年

一
九
七
五
年

玄
文
社

有
斐
閣

晃
洋
書
房

大
阪
大
学
出
版
会

大
阪
大
学
出
版
会

一
九
八
二
年

一
九
八
七
年

一
九
九
三
年

0
0
一年

0
0二
年

日
本
評
論
社

法
律
文
化
社

一
九
九
四
年

一
九
九
六
年

有
斐
閣

有
斐
閣

有
斐
鴎

有
斐
閣

一
九
八
五
年

一
九
九
一
年

一
九
九
八
年

0
0
一年
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『
法
学
用
語
小
事
典
』

『
国
際
私
法
』

『
演
習
ノ
l
ト
国
際
私
法
』

『
国
民
法
律
百
科
大
辞
典
』

『
増
補
判
例
辞
典
』

『
演
習
民
事
訴
訟
法
』

『
演
習
国
際
私
法
』

『
国
際
私
法
［
二
訂
］
』

『
国
際
取
引
法
』

『
演
習
ノ
l
ト
国
際
私
法
［
改
訂
版
］
』

『
演
習
国
際
私
法
［
新
版
］
』

『
法
律
用
語
小
辞
典
［
新
版
］
』

『
国
際
関
係
法
辞
典
』

『
ベ
イ
シ
ッ
ク
法
学
用
語
辞
典
』

II 

論

文

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
新
国
際
私
法
」

「
責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
国
際
私
法
問
題
」

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
抵
触
法
と
連
邦
憲
法
の
一
側
面
（
一
）
」

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
抵
触
法
と
連
邦
憲
法
の
一
側
面
っ
て
完
）
」

「
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
原
則
｜
｜
学
説
の
推
移
を
中
心

と
し
て

l
i」

「
附
合
契
約
に
お
け
る
準
拠
法
約
款
の
効
力
｜
｜
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
に
お
け
る

有
斐
閣

青
林
書
院
新
社

法
学
書
院

ぎ
ょ
う
せ
い

六
法
出
版
社

青
林
書
院

有
斐
閣

青
林
書
院

青
林
書
院

法
学
書
院

有
斐
閣

有
斐
閣

三
省
堂

有
斐
閣

阪
大
法
学
六
一
号

阪
大
法
学
六
二
号

阪
大
法
学
六
回
号

阪
大
法
学
六
七
号

国
際
法
外
交
雑
誌
六
八
巻
三
号

阪
大
法
学
七
二
・
七
三
号

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

一
九
八
四
年

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
九
O
年

一
九
九
一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
五
年

二
O
O
一
年

一
九
六
七
年

一
九
六
七
年

一
九
六
七
年

一
九
六
八
年

一
九
六
九
年

一
九
七

O
年

（阪大法学） 52 (3・4-626)1174〔2002.11〕



松岡博教授略歴・主要著作目録

展
開
を
中
心
と
し
て
｜
｜
」

「
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
に
お
け
る
裁
判
管
轄
問
題
l
i
A
S
E凹
を
中
心
と
し
て

ー
ー
ー
」
（
共
著
）

「

HHMm
〈曲

E
与
え
【
UF2270F司
。

E
B
〉
明
白
冊
目

g
z
s
T宮口」

「
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
」

「円

UFSS
え

E
d弓
宮
内
同
町
。

ι
o
g
q
g
同

F
m
p
a
s
s
s
g
p
F
E
E－
muo回
虫
色

O
同

E
－唱朋」

「
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
法
選
択
方
法
論
に
つ
い
て
」

「
最
近
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
の
動
向
l
l
l法
選
択
方
法
論
を
中
心
と
し

て」
「
法
例
二
九
条
」

「
わ
が
国
際
私
法
に
お
け
る
政
策
考
慮
に
つ
い
て
（
一
）
」

「
わ
が
国
際
私
法
に
お
け
る
政
策
考
慮
に
つ
い
て
（
二
・
完
）
」

「
連
結
政
策
と
国
際
私
法
の
解
釈
」

「
外
国
離
婚
判
決
承
認
の
要
件
」

「
国
際
私
法
の
課
題
と
展
望
」

「
ア
メ
リ
カ
法
の
潮
流
（
国
際
私
法
）
」

「
日
本
人
母
の
子
は
日
本
国
籍
を
取
得
で
き
る
か
」

「
債
権
の
消
滅
時
効
の
準
拠
法
」

「
法
選
択
規
則
構
造
論
｜
｜
伝
統
的
国
際
私
法
理
論
反
省
へ
の
一
視
角
」

国
際
法
外
交
雑
誌
七

O
巻
五
号

。
凹
白

E
C
2
4開
門
師
同
門
司
問
、
曲
者
河
巾
丘
町
当

Z0・
E

阪
大
法
学
八
六
号

。
印
刷

E
C
2
4
2巳
q
E
J司
河
町
丘
町
当

Z
。．NA
P

阪
大
法
学
一

O
四
号

国
際
法
外
交
雑
誌
七
六
巻
五
号

『
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
V
』
三
省
堂

阪
大
法
学
一
一

O
号

阪
大
法
学
一
一
四
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
国
際
私
法
の
争
点

『
現
代
家
族
法
大
系
二
（
中
川
善
之
助
先

生
追
悼
）
』
有
斐
関

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
一
号

ア
メ
リ
カ
法
［
一
九
八
O

二］

判
例
タ
イ
ム
ズ
四
四
六
号

手
形
研
究
二
五
巻
一
四
号

『
法
と
政
治
の
現
代
的
課
題
（
大
阪
大
学

法
学
部
創
立
三

O
周
年
記
念
論
文
集
）
』

有
斐
閣

一
九
七
一
年

一
九
七
二
年

一
九
七
三
年

一
九
七
七
年

一
九
七
七
年

一
九
七
七
年

一
九
七
八
年

一
九
七
九
年

一
九
八
O
年

一
九
八

O
年

一
九
八
O
年

一
九
八
一
年

一
九
八
一
年

一
九
八
一
年

一
九
八
一
年

一
九
八
二
年
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「
国
際
取
引
に
お
け
る
裁
判
管
轄
」

「
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
に
お
け
る
婚
姻
の
有
効
性
の
準
拠
法
｜
｜
抵
触
法
革
命
は

波
及
す
る
か
｜
｜
」

「
わ
O
ロ邑
n
H
O同

F
曲
者
凹
」

「
渉
外
訴
訟
事
件
に
お
け
る
当
事
者
」

「
演
習
国
際
私
法
ご

「
演
習
国
際
私
法
ご

「
演
習
国
際
私
法
ご

「
演
習
国
際
私
法
ご

「
演
習
国
際
私
法
こ

「
演
習
国
際
私
法
ご

「
国
際
取
引
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
」

「
わ
が
国
際
私
法
改
革
へ
の
基
本
的
視
座
1
1
1婚
姻
・
親
子
を
中
心
と
し
て
i
i
i」

（
共
著
）

「
渉
外
事
件
と
家
事
調
停
」

「
国
際
的
裁
判
管
轄
」

「
嫡
出
性
決
定
の
先
決
問
題
と
し
て
の
婚
姻
の
有
効
性
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ

る
か
。
ま
た
誤
想
婚
子
は
認
め
ら
れ
る
か
」

司
法
例
改
正
中
間
報
告
』
に
つ
い
て
」

「
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
わ
が
労
働
法
の
適
用
に
つ
い
て
」

「
ア
メ
リ
カ
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
」

「
渉
外
親
族
（
婚
姻
・
親
子
）
関
係
審
判
事
件
の
現
状
と
問
題
点
」

阪
大
法
学
一
二
四
号

『
現
代
家
族
法
の
諜
題
と
展
望
（
太
田
武

男
先
生
還
暦
記
念
）
』
有
斐
閣

』
副
司
自
〉
ロ
ロ
ロ
也
氏
阿
必
需
自

ι
P
E
g－
Z
0・

ωH 
『
講
座
民
事
訴
訟
第
三
巻
』
弘
文
堂

法
学
教
室
四
三
号

法
学
教
室
四
四
号

法
学
教
室
四
七
号

法
学
教
室
四
八
号

法
学
教
室
五
一
号

法
学
教
室
五
二
号

阪
大
法
学
一
三
三
・
一
三
四
号

国
際
法
外
交
雑
誌
八
四
巻
二
号

自
由
と
正
義
三
六
巻
七
号

『
現
代
契
約
法
大
系
九
』
有
斐
閣

『
問
答
式
国
際
家
族
法
の
実
務
』
新
日
本

法
規

国
際
法
外
交
雑
誌
八
六
巻
一
号

大
阪
地
労
委
二
五
号

阪
大
法
学
一
四
五
・
一
四
六
号

『
家
事
審
判
事
件
の
研
究
会
一
）
』
一
粒
社

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
三
年

一
九
八
四
年

一
九
八
四
年

一
九
八
四
年

一
九
八
四
年

一
九
八
四
年

一
九
八
四
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

一
九
八
八
年

（阪大法学） 52 (3・4-628)1176〔2002.11〕



「
『
国
際
化
』
と
外
国
人
労
働
者
の
就
労
問
題
」

「
ケ
イ
ヴ
7

ス
先
生
と
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
革
命
」

「
国
際
契
約
の
準
拠
法
｜
｜
当
事
者
に
よ
る
有
効
な
法
選
択
の
な
い
場
合
｜
｜
」

「
国
際
化
、
法
そ
し
て
大
阪
」

「
家
族
生
活
の
国
際
化
と
法
」

「
国
際
契
約
と
適
用
法
規
｜
｜
当
事
者
に
よ
る
明
示
の
法
選
択
の
あ
る
場
合
を
中

心
に
｜
｜
」

「
渉
外
家
事
事
件
に
お
け
る
当
事
者
」

「
渉
外
相
続
の
実
務
」

「
生
産
者
責
任
の
準
拠
法
ー
ー
ー
最
近
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
判
例
を
中
心
と
し
て
」

「
渉
外
相
続
事
件
に
つ
い
て
」

松岡博教授略歴・主要著作目録

「
渉
外
相
続
」

「
虚
偽
の
出
生
届
が
な
さ
れ
て
い
る
婚
外
子
の
親
子
関
係
存
在
確
認
は
ど
こ
の
国

の
法
律
に
よ
る
か
」

「
契
約
債
権
の
消
滅
時
効
の
準
拠
法
」

「
国
際
物
品
売
買
条
約
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
（
一
九
八
六
年
）
に
つ

い
て
」
（
共
著
）

「
渉
外
家
事
事
件
の
現
状
と
課
題
」

月
刊
労
働
八
八
年
一

O
月
号

ア
メ
リ
カ
法
［
一
九
八
八
｜
一
己

阪
大
法
学
三
九
巻
一
号

『
大
阪
大
学
開
放
講
座
』

『
国
際
化
時
代
に
お
け
る
法
と
政
治
』
大

阪
大
学
放
送
講
座

阪
大
法
学
三
九
巻
三
・
四
号

『
実
務
家
事
審
判
法
講
座
』
日
本
評
論
社

大
阪
弁
護
士
会
研
修
速
報
二
一
号
（
大
阪

弁
護
士
会
協
同
組
合
発
行
）

阪
大
法
学
四
O
巻
三
・
四
号

夏
期
講
習
（
北
海
道
地
区
）
テ
キ
ス
ト

日
本
弁
護
士
会

『
現
代
法
律
実
務
の
諸
問
題
（
下
）
』
第
一

法
規

『
問
答
式
国
際
家
族
法
の
実
務
』
追
録
一

三
号
（
新
日
本
法
規
）

手
形
研
究
三
七
巻
二
号

阪
大
法
学
四
三
巻
一
号

ケ
ー
ス
研
究
二
三
七
号

一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
九

O
年

一
九
九
O
年

一
九
九
O
年

一
九
九
一
年

一
九
九
一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年
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「ハ

1
グ
国
際
私
法
条
約
と
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
」

「一

O
O周
年
を
迎
え
た
ハ

l
グ
国
際
私
法
会
議
」

「
渉
外
家
事
事
件
の
法
律
上
の
問
題
点
」

「
多
国
籍
企
業
の
法
的
規
制
｜
｜
総
論
｜
｜
」

「ボ
l
ダ
レ
ス
時
代
の
労
使
関
係
」

「
現
代
国
際
私
法
に
お
け
る
連
結
政
策
」

「
国
際
私
法
に
お
け
る
子
供
の
権
利
保
護
」

「
契
約
準
拠
法
の
事
後
的
変
更
」

「
国
際
取
引
に
お
け
る
法
整
備
の
現
状
と
課
題
」

「
渉
外
相
続
の
準
拠
法
に
つ
い
て
」

「
渉
外
労
働
契
約
に
お
け
る
競
業
禁
止
約
款
」

「
渉
外
親
子
関
係
事
件
に
お
け
る
子
の
利
益
保
護
」

m 

翻
訳
・
論
文
紹
介

「河・〉－
H
h出
血

F
d
M
m
J「O
号
叩
0
1
8
5
0同
円
四
回
油
開
申
告
お
自
由
昆
宙
開
n
O
白
色
）
」
［
論

文
紹
介
］

「〉

S
R↓・
40田
富
岳
B
P
2
0
5
0同
Ed司
自
ι
P
o
e
－mg
cご
ロ
凹
丘
町
帽
」
〔
論
文

紹
介
］

「ロ白乱晶司－

p
s
p
d
M
m
P
8
R
E唱
え

p
o
E
8
H．回
目

isv臣
門
司
」
［
論
文
紹
介
］

ド
ナ
ル
ド
・

T
・
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
、
ロ
パ

l
ト・
A
・
セ
ド
ラ
l
、
ピ
l
タ
1
・へ

イ
「
抵
触
法
方
法
論
に
関
す
る
考
察
H
誌
上
対
談
」

「
旨
忌
旬
、
『
ミ
宮
内

40ロ
宮
町
四
時
間
ロ
『
国
際
物
品
売
買
契
約
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

1

グ
条
約
に
つ
い
て
の
報
告
書
（
翻
訳
）
』
」
（
共
著
）

国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四
・
五
号

民
事
法
情
報
八
八
号

大
阪
家
事
調
停
一
八
号

日
本
国
際
経
済
法
学
会
年
報
四
号

『
大
阪
地
労
委
の
五

O
年
の
歩
み
』

ジ
ュ
リ
ス
ト
国
際
私
法
の
争
点
（
新
版
）

ジ
ュ
リ
ス
ト
国
際
私
法
の
争
点
（
新
版
）

ジ
ュ
リ
ス
ト
国
際
私
法
の
争
点
（
新
版
）

I
C
C
L
C
三
号

法
曹
時
報
四
九
巻
二
一
号

阪
大
法
学
四
七
巻
四
・
五
号

国
際
私
法
年
報
一
号

ア
メ
リ
カ
法
［
一
九
七
四
ニ

ア
メ
リ
カ
法
［
一
九
七
九
｜
ニ

ア
メ
リ
カ
法
［
一
九
八
一
一
］

阪
大
法
学
一
四
三
号

香
川
法
学
一
三
巻
三
号

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
九
年

一
九
七
四
年

一
九
七
九
年

一
九
八
一
年

一
九
八
七
年

一
九
九
三
年

（阪大法学） 52 (3・4-630)1178〔2002.11〕



「
ア
ン
ド
リ
ュ

1
ス・
F
・
ロ
！
エ
ン
フ
ェ
ル
ド
著
『
国
際
訴
訟
と
相
当
性
の
探
求
』

（一）」

「
ア
ン
ド
リ
ュ

l
ス－
F
・ロ
l
エ
ン
フ
ェ
ル
ド
著
『
国
際
訴
訟
と
相
当
性
の
探
求
』

（
二
・
白
河
）
」

座
談
会

司
法
例
』
｜
｜
現
状
と
課
題
、
将
来
へ
の
展
望
（
座
談
会
）
」

IV v 

判
例
研
究

「
当
事
者
の
自
治
l
l
l
黙
示
の
指
定
①
」

「
ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
一

O
）
外
国
降
婚
判
決
の
承
認
」

「
ア
メ
リ
カ
衝
突
法
判
例
研
究
（
一
一
）
U
骨

ma〉
a
s
ω
S
Z
B
の
適
用
と
速
邦
憲

法
条
項
」

「
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
」

松岡博教授略歴・主要著作目録

「
親
子
関
係
の
存
在
｜
｜
出
生
に
よ
る
婚
外
母
子
関
係
の
成
立
」

「
大
韓
民
国
民
法
九
O
九
条
に
よ
り
親
権
者
を
父
と
指
定
す
る
こ
と
が
法
例
三

O

条
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
わ
が
民
法
八
一
九
条
二
項
を
適
用
し
て
母
を

親
権
者
と
定
め
た
事
例
」

「
州
際
私
法
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

「
債
権
質
の
準
拠
法
、
債
権
質
の
対
抗
要
件
で
あ
る
通
知
・
承
諾
と
法
例
八
条
の

適
用
」

「
債
権
質
の
対
抗
要
件
の
準
拠
法
」

阪
大
法
学
四
八
巻
四
号

阪
大
法
学
四
八
巻
五
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
三
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
渉
外
判
例
百
選

国
際
法
外
交
雑
誌
六
五
巻
四
号

国
際
法
外
交
雑
誌
六
六
巻
六
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
四
七
年
度
重
要
判
例
解

判ジ説
例ユ
タリ
イス
ムト
ズ渉
三外
五割l
五例
号百

選
増
補
版

ジ
ュ
リ
ス
ト
英
米
判
例
百
選
I

民
商
法
雑
誌
八
O
巻
五
号

判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
O
号

一
九
九
八
年

一
九
九
八
年

一
九
九
八
年

一
九
六
七
年

一
九
六
七
年

一
九
六
八
年

一
九
七
三
年

一
九
七
六
年

一
九
七
八
年

一
九
七
八
年

一
九
七
九
年

一
九
七
九
年
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「
外
国
金
銭
判
決
承
認
の
要
件
｜
｜
相
互
の
保
証
と
公
序
」

「
婚
姻
に
よ
る
妻
の
氏
の
変
動
の
準
拠
法
」

「匡師
S
S
F
2
5口
口
帽
の
0
・4
・
E宮

psc－

g
s・H
O
H
ω
－

p
g
u（
居
留
）

｜
｜
法
廷
地
に
よ
る
自
州
法
の
選
択
は
、
そ
れ
が
独
断
的
で
根
本
的
に
不
公
正

で
な
い
限
り
、
憲
法
に
違
反
し
な
い
」
（
共
著
）

「
離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
を
認
め
な
い
大
韓
民
国
の
民
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
法

例
三

O
条
に
い
う
『
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
』
に
反
す
る
と
し
て
許
さ
れ

な
い
場
合
」

「
行
為
地
法
の
適
用
｜
｜
法
例
七
条
二
項
」

「
離
婚
に
伴
う
慰
藩
料
・
財
産
分
与
」

「
親
子
関
係
の
存
在
｜
｜
母
子
関
係
」

「
台
湾
に
お
け
る
航
空
機
事
故
に
関
連
し
て
米
国
法
人
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
不

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
国
際
裁
判
管
轄
」

「
航
空
機
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
国
際
的
二
重
訴
訟
｜
｜
大
韓
航
空
事
件

－｜｜」

「
日
本
の
子
会
社
の
閉
鎖
及
び
こ
れ
を
理
由
と
す
る
解
雇
が
、
不
法
行
為
に
あ
た

る
と
し
て
米
国
会
社
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て

の
日
本
裁
判
所
の
管
轄
権
」

「
米
国
に
お
け
る
雑
誌
の
販
売
に
よ
る
名
誉
駿
損
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
債
務

不
存
在
確
認
訴
訟
に
お
い
て
、
日
本
の
裁
判
管
轄
権
が
否
認
さ
れ
た
事
例
」

「
外
国
判
決
が
民
訴
法
二

O
O条
一
号
の
要
件
を
欠
く
と
し
て
そ
の
執
行
請
求
が

ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
五
年
度
重
要
判
例
解

ア説ジ説
メユ
リリ
カス
法ト
［昭
一和
九五
八六

! i 
］要

判
例
解

民
商
法
雑
誌
九
二
巻
六
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
渉
外
判
例
百
選
（
第
二
版
）

ジ
ュ
リ
ス
ト
渉
外
判
例
百
選
（
第
二
版
）

ジ
ュ
リ
ス
ト
渉
外
判
例
百
選
（
第
二
版
）

判
例
評
論
三
四
三
号

法
学
教
室
八
六
号

私
法
判
例
リ
マ
1
ク
ス
一
号
一
九
九
O

判
例
評
論
三
八
一
号

私
法
判
例
リ
マ
l
ク
ス
六
号
一
九
九

一
九
八
O
年

一
九
八
二
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
九
O
年

一
九
九
O
年

一
九
九
三
年
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認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
」

「
行
為
地
法
の
適
用
」

「
離
婚
に
伴
う
慰
籍
料
・
財
産
分
与
」

「
相
続
の
前
提
と
な
る
親
子
関
係
の
成
否
の
準
拠
法
」

（上）
ジ
ュ
リ
ス
ト
渉
外
判
例
百
選
（
第
三
版
）

ジ
ュ
リ
ス
ト
渉
外
判
例
百
選
（
第
三
版
）

私
法
判
例
リ
マ
l
ク
ス
二
二
号
二

O
O
一

（上）
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
一
三
年
度
重
要
判
例
解

「
著
作
権
等
存
在
確
認
等
請
求
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
」

説

羽

そ
の
他

「
大
学
教
育
改
革
と
ロ
l
ス
ク
ー
ル
構
想
」

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
二
六
六

O
地
区
教
育
問

題
特
別
委
員
会
報
告
書

法
律
時
報
七
四
巻
一
一
号

「
法
学
・
政
治
学
分
野
の
教
育
評
価
問
題
」

松岡博教授略歴・主要著作目録

九
九
五
年

九
九
五
年

0
0
一
年

二
O
O二
年

二
O
O
一
年

二
O
O二
年
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